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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部に搬送経路を有する装置筐体と、
上記搬送経路においてシートを搬送する搬送部と、
上記搬送経路においてシートに画像を記録する記録部と、
シートを支持する支持面を有する第１シート支持部と、上記第１シート支持部の上記支持
面に支持されたシートを上記搬送経路に給送する給送部と、上記搬送部に到達するまでシ
ートを支持する支持面を有する第２シート支持部と、を有し、上記第１シート支持部と上
記第２シート支持部とが上記装置筐体の一側面に並んで配置される給送トレイと、
を備えており、
上記給送トレイは、第１状態と、上記第１シート支持部の上記支持面と上記第２シート支
持部の上記支持面とが上記第１状態よりも記装置筐体の一側面から離間した第２状態と、
に状態変化し、
上記第１シート支持部は、上記第１シート支持部の上記支持面から突出し、上記給送部に
よって給送されるシートの給送方向に沿う端部を支持するサイドガイドを有し、
上記給送トレイが上記第１状態であるときの上記サイドガイドは、上記給送トレイが上記
第２状態であるときの上記第２シート支持部の存在領域に位置する画像記録装置。
【請求項２】
上記サイドガイドは、第１ガイド部と上記第１ガイド部よりも上記第１シート支持部の上
記支持面からの突出量が大きい第２ガイド部と、を有し、
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上記給送トレイが上記第１状態であるときの上記第２ガイド部が、上記給送トレイが上記
第２状態であるときの上記第２シート支持部の存在領域に位置する請求項１に記載の画像
記録装置。
【請求項３】
上記給送トレイが上記第１状態であるときの上記サイドガイドは、上記給送部の上方に位
置する請求項１または２に記載の画像記録装置。
【請求項４】
上記給送トレイは、上記装置筐体に固定された固定部と、上記固定部に対して可動な可動
部と、を有し、上記可動部が上記固定部に対して移動することで上記第１状態と上記第２
状態とに状態変化し、
上記第１シート支持部の上記支持面と上記第２シート支持部の上記支持面とは、上記可動
部に設けられており、
上記給送部は、上記固定部に設けられている請求項３に記載の画像記録装置。
【請求項５】
上記第１シート支持部は、上記可動部に設けられた第１支持部材と、上記固定部に設けら
れた第２支持部材と、を有し、
上記第２シート支持部は、上記可動部に設けられた第３支持部材と、上記固定部に設けら
れた第４支持部材と、を有し、
上記サイドガイドは、上記第１支持部材に設けられ、
上記給送トレイが上記第２状態であるときの上記第３支持部材の存在領域に、上記給送ト
レイが上記第１状態であるときの上記サイドガイドが位置する請求項４に記載の画像記録
装置。
【請求項６】
モータと、モータの駆動を伝達する第１駆動伝達部と、をさらに備え、
上記固定部は、上記第１駆動伝達部からの駆動を受ける第２駆動伝達部を有し、
上記給送部は、シートを給送する給送方向に対して交差する方向に延び、上記第２駆動伝
達部からの駆動を受ける駆動軸と、上記駆動軸の駆動によって回転しシートを給送するロ
ーラと、を有し、
上記給送トレイが上記第１状態であるときの上記サイドガイドと、上記給送トレイが上記
第２状態であるときの上記第２シート支持部とは、少なくとも上記駆動軸の上方に位置す
る請求項４または５に記載の画像記録装置。
【請求項７】
上記第２シート支持部は、上記第１シート支持部の上方に位置する請求項１から６のいず
れかに記載の画像記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、搬送経路を搬送されるシートに画像を記録する画像記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　装置筐体の内部に搬送経路が形成されており、搬送経路に案内されて搬送されるシート
に画像を記録する画像記録装置が知られている。画像記録装置には、複数枚のシートを支
持する給紙カセットを有するものがある。また、給紙カセットとは別に、シートを搬送経
路へ案内するための手差しトレイを有する画像記録装置がある（特許文献１，２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１３２９号公報
【特許文献２】特開２００４－２２４４６３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、給紙カセット及び手差しトレイのように、複数の独立した箇所にシート
を支持可能な構成が採用されると、画像記録装置が大型化するという問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の独立した箇所に
シートを支持可能な小型の画像記録装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　(1)　本発明に係る画像記録装置は、内部に搬送経路を有する装置筐体と、上記搬送経
路においてシートを搬送する搬送部と、上記搬送経路においてシートに画像を記録する記
録部と、シートを支持する第１支持面を有する第１シート支持部と、上記第１支持面に支
持されたシートを上記搬送経路に給送する給送部と、シートを支持する第２支持面を有す
る第２シート支持部と、を具備する。上記第１シート支持部及び上記第２シート支持部は
、上記装置筐体の一側面に配置されており、上記装置筐体が載置される載置面に対して上
記第１支持面及び上記第２支持面が傾斜している。
【０００７】
　第１シート支持部及び第２シート支持部が装置筐体の一側面側に配置され、第１支持面
及び第２支持面が傾斜しているので、装置の最大寸法が小さくなり、装置の設置面積が小
さくなる。
【０００８】
　(2)　上記搬送部は、上記記録部へシートを搬送する搬送ローラ対を有しており、上記
第２シート支持部は、上記搬送経路における上記搬送ローラと上記給送部との間へシート
を案内するものであってもよい。
【０００９】
　給送部によりシートが給送される第１シート支持部と、搬送経路に直接にシートを案内
可能な第２シート支持部と、が実現される。
【００１０】
　(3)　上記第２シート支持部は、上記第１シート支持部の上方に位置するものであって
もよい。
【００１１】
　第１シート支持部に使用頻度が高いシートが支持されており、一時的に使用されるシー
トが支持される第２シート支持部が上方に配置されているので、第２シート支持部にユー
ザがアクセスしやすい。
【００１２】
　(4)　上記給送部は、上記装置筐体の外側であって、上記第１支持面及び上記第２支持
面によって区画される空間に位置するものであってもよい。
【００１３】
　これにより、装置を小型化することができる。
【００１４】
　(5)　上記搬送経路は、下方から上方へ向かってシートの搬送向きが反転する湾曲路と
、シートの搬送向きが反転しない直線路と、を有しており、上記記録部は、上記直線路に
位置し、上記第１シート支持部及び上記第２シート支持部は、支持しているシートの搬送
向きを反転させずに、上記直線路へシートを案内するものであってもよい。
【００１５】
　シートの搬送向きが反転する湾曲路を通過して記録部へ搬送される経路と、搬送向きを
反転させずに記録部へ搬送される経路とが実現される。
【００１６】
　(6)　本画像記録装置は、上記湾曲路よりも搬送向き上流側に位置し、シートを支持す
る第３シート支持部を更に具備してもよい。
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【００１７】
　シートの搬送向きが反転する経路へ供給されるシートが第３シート支持部によって支持
される。
【００１８】
　(7)　上記装置筐体の側面のうち、上記第１シート支持部及び上記第２シート支持部が
配置された一側面と対向する側面に開口を有し、上記第３シート支持部は当該開口を通じ
て上記装置筐体に対して進退可能であってもよい。
【００１９】
　これにより、装置筐体の高さを低く抑えつつ、装置の小型化が実現される。
【００２０】
　(8)　上記搬送経路の少なくとも一部は、上記第１支持面及び上記第２支持面より下方
に配置されており、上記第１シート支持部に案内されたシート、及び上記第２シート支持
部に案内されたシートを上記記録部へ向かって案内する第１ガイド部材により区画されて
いてもよい。
【００２１】
　第１シート支持部及び第２シート支持部から給送されたシートが第１ガイド部材により
円滑に案内される。
【００２２】
　(9)　上記第１ガイド部材は、上記湾曲路を外部へ開放する状態に状態変化されるもの
であってもよい。
【００２３】
　第１シート支持部及び第２シート支持部から搬送経路への入口付近、並びに湾曲路にお
けるシートの詰まりが処理しやすくなる。
【００２４】
　(10)　上記第１ガイド部材は、上記搬送ローラ対へ向かって斜め下方へシートを案内す
るものであってもよい。
【００２５】
　第１ガイド部材によりシートが搬送ローラ対へ円滑に案内される。
【００２６】
　(11)　上記第２シート支持部は、上記第１ガイド部材と対向して上記搬送経路を区画す
る第２ガイド部材を有するものであってもよい。
【００２７】
　第１ガイド部材から離れる向きへ撓んだシートを第２ガイド部材により抑えることがで
きる。
【００２８】
　(12)　上記第１シート支持部は、上記装置筐体に設けられた固定部と、当該固定部に回
動可能に設けられた可動部と、を有しており、上記第１支持面は、上記可動部と上記固定
部とに設けられたものであってもよい。
【００２９】
　可動部の回動によって、装置の一層の小型が実現される。
【００３０】
　(13)　上記可動部に設けられた上記第１支持面の上記搬送向きにおける長さは、上記固
定部に設けられた上記第１支持面の上記搬送向きにおける長さよりも長く、上記可動部に
設けられた上記第１支持面は、上記載置面に対して直交する状態に状態変化するものであ
ってもよい。
【００３１】
　これにより、効率的に装置が小型化される。
【００３２】
　(14)　上記第２支持面は、上記可動部と上記固定部とに設けられ、上記固定部に設けら
れた上記第２支持面の上記搬送向きにおける長さは、上記可動部に設けられた上記第２支
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持面の上記搬送向きにおける長さより長いものであってもよい。
【００３３】
　第２支持面が搬送経路に対して傾斜する角度の精度が高くなる。
【００３４】
　(15)　上記第１シート支持部の上記第１支持面は、複数枚のシートの束を支持可能であ
り、上記給送部は、上記第１支持面が支持する複数枚のシートの束から最上位置の１枚を
分離して上記搬送経路へ給送するものであってもよい。
【００３５】
　これにより、第１シート支持部に支持された複数枚のシートの束から１枚が分離されて
搬送経路へ給送される。
【００３６】
　(16)　上記給送部は、上記第１支持面が支持する複数枚のシートの束から最上位置のシ
ートに当接して回転する給送ローラと、上記固定部に設けられて上記第１支持面が支持す
る複数枚のシートの先端と当接する分離片と、を有するものであってもよい。
【００３７】
　固定部に分離片が設けられているので、分離片から搬送経路へ進入する位置の精度が高
くなる。また、分離片が搬送経路に対して傾斜する角度の精度が高くなる。
【００３８】
　(17)　上記固定部は、上記給送ローラへ駆動伝達する駆動伝達部を有するものであって
もよい。
【００３９】
　固定部に駆動伝達部が設けられているので、装置筐体の内部の駆動源からの駆動伝達が
安定する。
【００４０】
　(18)　上記固定部は、上記給送ローラを支持するものであってもよい。
【００４１】
　固定部に給送ローラが設けられているので、装置筐体の内部の駆動源から給送ローラへ
の駆動伝達が安定する。
【００４２】
　(19)　上記第２シート支持部は、上記給送ローラの駆動軸を回転可能に支持する軸受け
部を有するものであってもよい。
【００４３】
　給送ローラの軸受けのための部材を別途に設ける必要がないので、装置が小型化される
。
【００４４】
　(20)　上記第２シート支持部は、上記軸受け部を補強する補強部材を有するものであっ
てもよい。
【００４５】
　例えば、第２シート支持部を合成樹脂の成型品としても、給送ローラがシートを給送す
るときの反力によって第２シート支持部が撓むことが防止される。
【００４６】
　(21)　上記補強部材は、上記第２シート支持部におけるシートの搬送向きと直交し、か
つ第２支持面に沿った左右方向に延出するものであってもよい。
【００４７】
　第２シート支持部の左右方向に渡って撓むが防止される。
【００４８】
　(22)　本画像記録装置は、上記給送ローラの駆動軸に回動自在に設けられたアームを更
に具備しており、上記アームは、給送ローラを回転可能に支持するものであってもよい。
【００４９】
　シートを給送するときには、アームの回動によって給送ローラがシートに圧接され、搬
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送部によりシートが搬送されるときには、アームの回動によって給送ローラによるシート
への負荷が軽減される。
【００５０】
　(23)　上記可動部は、上記第１支持面が支持するシートの搬送向きに沿う端縁を案内す
るサイドガイドを有するものであってもよい。
【００５１】
　第１シート支持部にシートを補充するときに位置合わせが容易となる。
【００５２】
　(24)　本画像記録装置は、上記第１支持面及び上記第２支持面の上方を覆うカバーを更
に具備するものであってもよい。
【００５３】
　第１シート支持部及び第２シート支持部から搬送経路へシートが給送される入口から塵
埃が装置筐体の内部へ進入することが防止される。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明によれば、複数の独立した箇所にシートを支持可能な小型の画像記録装置が実現
される。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】図１は、可動部６９が起立状態の複合機１０の外観斜視図である。
【図２】図２は、可動部６９が倒伏状態の複合機１０の外観斜視図である。
【図３】図３は、可動部６９が起立状態であり、側壁８６が除かれた状態の複合機１０の
外観斜視図である。
【図４】図４は、可動部６９が除かれた状態の複合機１０の後面側の外観斜視図である。
【図５】図５は、プリンタ部１１の内部構造を示す縦断面図である。
【図６】図６は、可動部６９が起立状態のバイパストレイ７０及び手差しトレイ８０の内
部構造を示す拡大縦断面図である。
【図７】図７は、可動部６９が倒伏状態のバイパストレイ７０及び手差しトレイ８０の内
部構造を示す拡大縦断面図である。
【図８】図８は、可動部６９が倒伏状態であり、後面カバー２２及び外側ガイド部材１８
が開放された状態のバイパストレイ７０及び手差しトレイ８０の内部構造を示す拡大縦断
面図である。
【図９】図９は、可動部６９が除かれた状態のバイパストレイ７０及び手差しトレイ８０
の内部構造を示す拡大縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　以下、本発明の実施形態に係る複合機１０について説明する。なお、以下に説明される
実施形態は本発明の一例にすぎず、本発明の要旨を変更しない範囲で、実施形態を適宜変
更できることは言うまでもない。また、以下の説明では、矢印の起点から終点に向かう進
みが向きと表現され、矢印の起点と終点とを結ぶ線上の往来が方向と表現される。また、
以下の説明においては、複合機１０（本発明の画像記録装置の一例）が使用可能に設置さ
れた状態（図１の状態）を基準として上下方向７が定義され、開口１３が設けられている
側を手前側（前面）として前後方向８が定義され、複合機１０を手前側（前面）から視て
左右方向９が定義される。
【００５７】
［複合機１０の全体構成］
　図１に示されるように、複合機１０は、概ね直方体に形成されており、インクジェット
記録方式で記録用紙などのシートに画像を記録するプリンタ部１１を備えている。複合機
１０は、ファクシミリ機能及びプリント機能などの各種の機能を有している。プリンタ部
１１が画像記録装置に相当する。
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【００５８】
　プリンタ部１１は、前面に開口１３が形成された筐体１４を有している。また、各種サ
イズの記録用紙を載置可能な給送トレイ２０及び排出トレイ２１が、開口１３から前後方
向８に挿抜可能である。
【００５９】
　図５に示されるように、プリンタ部１１は、給送トレイ２０から記録用紙を給送する給
送部１５、記録用紙に画像を記録する記録部２４、第１搬送ローラ対５４、及び第２搬送
ローラ対５５などを備えている。
【００６０】
　図１に示されるように、プリンタ部１１の上方には、スキャナ部１２が設けられている
。スキャナ部１２の筐体１６の前後方向８及び左右方向９の寸法は、プリンタ部１１の筐
体１４と同じである。したがって、スキャナ部１２を上方として、プリンタ部１１の筐体
１４及びスキャナ部１２の筐体１６が一体となって、複合機１０の概ね直方体形状の外形
を形成している。スキャナ部１２は、フラットベッドスキャナである。なお、フラットベ
ッドスキャナの構造は公知であるので、ここでは詳細な説明が省略される。また、スキャ
ナ部１２は、画像読み取りを行う複数枚の原稿を１枚ずつピックアップして搬送する自動
原稿搬送装置（ＡＤＦ）が設けられていてもよい。
【００６１】
［プリンタ部１１］
　以下、プリンタ部１１の詳細な構造が説明される。
【００６２】
［給送トレイ２０］
　給送トレイ２０は、前後方向８及び左右方向９の長さが上下方向７の長さよりも長い外
形であって、上方が開放された箱形状のものである。給送トレイ２０の前側には、排出ト
レイ２１が載置されている。給送トレイ２０には、例えば日本工業規格によるＡ４サイズ
から写真記録に用いられるＬ版などの大小様々なサイズの記録用紙が載置可能である。給
送トレイ２０は、筐体１４の開口１３に通ずる内部空間に収容されている。給送トレイ２
０は、開口１３を通じて筐体１４に対して前後方向８に沿って進退可能である。
【００６３】
［給送部１５］
　図５に示されるように、給送部１５は、給送ローラ２５、給送アーム２６、駆動伝達機
構２７及び分離パッド２３を備えている。給送部１５は、給送トレイ２０の上方であって
記録部２４の下方に設けられている。給送ローラ２５は、給送アーム２６の先端部で軸支
されている。給送アーム２６は、基端部に設けられた軸２８を中心として、矢印２９の方
向に回動する。これにより、給送ローラ２５は、給送トレイ２０の底面に当接及び離間が
可能である。給送ローラ２５は、給送トレイ２０に載置された記録用紙に当接可能である
。給送トレイ２０の底面であって、給送ローラ２５と対向する位置には分離パッド２３が
設けられている。分離パッド２３は、記録用紙に対して、給送トレイ２０の底面より大き
な摩擦係数を有する部材である。
【００６４】
　給送ローラ２５には、モータ（不図示）の駆動力が駆動伝達機構２７を通じて伝達され
る。駆動伝達機構２７は、軸２８に伝達された回転を無端ベルトにより給送ローラ２５の
軸へ伝達する。給送ローラ２５が、給送トレイ２０の底面上に積載された記録用紙のうち
一番上側の記録用紙に当接された状態で回転することにより、当該記録用紙が搬送経路６
５へ給送される。記録用紙が搬送経路６５へ給送されるとき、記録用紙の先端が、給送ト
レイ２０の前後方向８の後側に設けられた分離部材３５と当接することにより、下側の記
録用紙が一番上側の記録用紙に引き摺られることなく給送トレイ２０に保持される。最も
下側の記録用紙は、分離パッド２３との間に生ずる摩擦力によって、直ぐ上の記録用紙が
給送されるときに引き摺られることがない。
【００６５】
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［搬送経路６５］
　図５に示されるように、筐体１４の内部空間に設けられた搬送経路６５は、給送トレイ
２０の後側から上方へＵターンするように湾曲して延び、さらにプリンタ部１１の後ろ側
から前側へ曲がってほぼ真っ直ぐに延びて排出トレイ２１に至っている。搬送経路６５は
、Ｕターンする湾曲路６５Ａと、真っ直ぐな直線路６５Ｂとに大別される。
【００６６】
　湾曲路６５Ａは、シートが通過可能な空間を隔てて対向する外側ガイド部材１８、内側
ガイド部材１９、及びガイド部材３１によって形成されている。直線路６５Ｂは、シート
が通過可能な空間を隔てて対向する記録部２４及びプラテン４２、並びにガイド部材３２
及びガイド部材３３によって形成されている。
【００６７】
　給送トレイ２０の給送ローラ２５によって搬送経路６５に給送された記録用紙は、湾曲
路６５Ａに案内されて下方から上方へ向かって搬送向きが反転され、直線路６５Ｂに案内
されて搬送向きが反転することなく後方から前方へ向かって搬送される。
【００６８】
　外側ガイド部材１８は、湾曲路６５Ａにおける外側の案内面を構成する部材である。内
側ガイド部材１９は、湾曲路６５Ａにおける内側の案内面を構成する部材である。なお、
各案内面は、１つの面で構成されていてもよいし、複数のリブの先端面の群として構成さ
れていてもよい。外側ガイド部材１８が第１ガイド部材に相当する。
【００６９】
　ガイド部材３１は、第１搬送ローラ対５４の直上流（後ろ側）において内側ガイド部材
１９の上方に配置されている。外側ガイド部材１８及びガイド部材３１は、後述されるバ
イパス経路６６を区画する部材でもある。
【００７０】
［後面カバー２２］
　後面カバー２２は、外側ガイド部材１８を支持して筐体１４の後面の一部を構成する部
材である。後面カバー２２は、下側の左右両端において筐体１４に軸支されている。図８
に示されるように、後面カバー２２は、下側の左右方向９に沿った回動軸周りに、上側が
後ろ向きへ倒伏するようにして搬送経路６５及び後述されるバイパス経路６６を外方に開
放可能である。
【００７１】
　外側ガイド部材１８も、後面カバー２２と同様に、下側の左右両端において筐体１４に
軸支されている。後面カバー２２が開放された状態において、外側ガイド部材１８も、下
側の左右方向９に沿った回動軸周りに、上側が後ろ向きへ倒伏するようにして開放可能で
ある。外側ガイド部材１８が開放されることによって、湾曲路６５Ａが開放される。図５
に示されるように、後面カバー２２が起立されて閉じられると、外側ガイド部材１８は、
後面カバー２２に後方から支持されて起立状態に維持され、内側ガイド部材１９と対向し
て湾曲路６５Ａを区画する。
【００７２】
［第１搬送ローラ対５４及び第２搬送ローラ対５５］
　図５に示されるように、搬送経路６５における記録部２４よりも搬送向き（前後方向８
の前向き）の上流側には、第１搬送ローラ対５４が設けられている。第１搬送ローラ対５
４は、第１搬送ローラ６０とピンチローラ６１とを有する。搬送経路６５において、記録
部２４よりも搬送向きの下流側には、第２搬送ローラ対５５が設けられている。第２搬送
ローラ対５５は、第２搬送ローラ６２と拍車６３とを有する。第１搬送ローラ６０及び第
２搬送ローラ６２は、モータ（不図示）の回転が伝達されて回転する。第１搬送ローラ対
５４及び第２搬送ローラ対５５は、それぞれを構成する各ローラの間に記録用紙を挟持し
た状態において、第１搬送ローラ６０及び第２搬送ローラ６２が回転することによって、
記録用紙を搬送する。第１搬送ローラ対５４及び第２搬送ローラ対５５は搬送部に相当す
る。
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【００７３】
［記録部２４］
　図５に示されるように、第１搬送ローラ対５４と第２搬送ローラ対５５との間において
、記録部２４は、プラテン４２と対向して直線路６５Ｂの上側に設けられている。記録部
２４は、キャリッジ４１と記録ヘッド３９とを備えている。キャリッジ４１は、プラテン
４２の後側及び前側に設けられたガイドレール４３，４４によって支持されている。ガイ
ドレール４４には、公知のベルト機構が設けられている。キャリッジ４１は、ベルト機構
の無端ベルトと連結されており、無端ベルトの回動によってガイドレール４３，４４に沿
って左右方向９に移動する。
【００７４】
　記録ヘッド３９は、キャリッジ４１に搭載されている。記録ヘッド３９の下面には、複
数のノズル（不図示）が形成されている。記録ヘッド３９には、インクカートリッジ（不
図示）からインクが供給される。記録ヘッド３９は、複数のノズルからインクを微小なイ
ンク滴として選択的に吐出する。キャリッジ４１が左右方向９へ移動しているときに、ノ
ズルからプラテン４２に支持されている記録用紙に対してインク滴が吐出される。吐出さ
れたインク滴がプラテン４２上の記録用紙に付着することにより、記録用紙に画像が記録
される。
【００７５】
［バイパス経路６６］
　筐体１４の後面において後面カバー２２の上方に開口６４が設けられており、開口６４
から第１搬送ローラ対５４へ延びるバイパス経路６６が筐体１４の内部に形成されている
。バイパス経路７５は、前後方向８の後方から前方へ斜め下方に向かって延びる経路であ
る。バイパス経路６６の上側の案内面は、ガイド部材３１によって形成されており、下側
の案内面は外側ガイド部材１８及び後面カバー２２によって形成されている。搬送経路６
５の湾曲路６５Ａ及び直線路６５Ｂは、いずれもバイパス経路６６より下方に配置されて
いる。外側ガイド部材１８及び後面カバー２２は、上側が後ろ向きへ倒伏するように回動
することによって、搬送経路６５と共にバイパス経路６６を開放する。
【００７６】
　後述されるバイパストレイ７０及び手差しトレイ８０に載置された記録用紙は、バイパ
ス経路６６を通じて斜め下方へ案内されて搬送経路６５の直線路６５Ｂに進入し、第１搬
送ローラ対５４により搬送されつつ記録部２４によって画像記録が行われて、排出トレイ
２１へ排出される。このように、バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０に載置された
記録用紙は、ほぼ直線形状の経路を搬送される。
【００７７】
［バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０］
　複合機１０の後面側には、バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０が設けられている
。バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０は、給送トレイ２０とは独立して記録用紙を
支持するものである。バイパストレイ７０は、手差しトレイ８０を上方として、複合機１
０の後面側に上下方向７に並んで配置されている。バイパストレイ７０が第１シート支持
部に相当する。手差しトレイ８０が第２シート支持部に相当する。
【００７８】
　図１及び図６に示されるように、スキャナ部１２の筐体１６の後面側には、開口６４を
覆うようにして下方へ延びる固定部６８が形成されている。固定部６８は、バイパストレ
イ７０及び手差しトレイ８０の搬送向き下流側の一部を構成している。固定部６８の上側
には、可動部６９が回動可能に設けられている。固定部６８及び可動部６９によって、バ
イパストレイ７０及び手差しトレイ８０が構成されている。
【００７９】
　図４及び図９に示されるように、固定部６８の上面には、左右方向９へ延びるスリット
形状の開口６７が形成されている。開口６７からバイパス経路６６へ向かって通路が形成
されている。通路の下側には、手差しトレイ８０の支持面８１を形成する支持部材８２が
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設けられている。支持面８１は、複合機１０が載置される載置面に対して下端ほど前方へ
向かうように傾斜している。通路の上側には、支持面８１と対向するガイド部材８３が設
けられている。支持部材８２とガイド部材８３とによって区画された通路は、開口６７か
ら斜め下方へ延びてバイパス経路６６へ接続されている。支持部材８２の下端は、バイパ
ス経路６６の上側のガイド面の一部を形成している。支持面８１が第２支持面に相当する
。支持部材８２が第２ガイド部材に相当する。なお、本実施形態において複合機１０が載
置される載置面は、左右方向８と前後方向９とに沿って拡がる面である。
【００８０】
　固定部６８における支持部材８２の下方には、分離片７２が設けられている。分離片７
２は、上下方向７において開口６４の下端周縁と同等の高さに位置されている。分離片７
２は、開口６４の下端周縁から斜め下方へ延出されている。分離片７２の上面は、バイパ
ストレイ７０に支持される記録用紙の先端が当接する面である。分離片７２の上面には、
複数の歯７３が前後方向８に沿って並んで、上面から上方へ突出されている。歯７３によ
って、バイパストレイ７０に支持される複数枚の記録用紙の先端が捌かれる。
【００８１】
　分離片７２の上方には、開口６４から後方へ離間されて、バイパストレイ７０の支持面
７４を形成する支持部材７５が設けられている。支持面７４は、複合機１０が載置される
載置面に対して傾斜している。支持面７４は、手差しトレイ８０の支持面８１とほぼ平行
である。支持面７４が第１支持面に相当する。
【００８２】
　支持部材８２の上端側であって支持面８１と反対側には、給送ローラ７６の駆動軸７７
を回転可能に支持する軸受け部７１が設けられている。軸受け部７１に支持された駆動軸
７７は、不図示のモータから駆動伝達部７９（図３及び図４参照）を介して駆動伝達され
て回転する。
【００８３】
　図３及び図４に示されるように、固定部６８の左右方向９の右側には、複数のピニオン
ギアからなる駆動伝達部７９が設けられている。駆動伝達部７９は、プリンタ部１１の筐
体１４の内部に設けられたモータ（不図示）から駆動伝達されている。駆動軸７７は、左
右方向９に沿って延出されており、その一端が駆動伝達部７９を構成するピニオンギアと
噛合している。駆動軸７７の他端は、固定部６８において左右方向９の中央まで延出され
ている。
【００８４】
　駆動軸７７には、他端側には給送ローラ７６を回転可能に支持するアーム７８が設けら
れている。アーム７８は、駆動軸７７から支持部材７５の支持面７４へ向かって下方へ延
出されている。アーム７８は、固定部６８において左右方向９の中央に配置されている。
アーム７８は駆動軸７７周りに回動自在である。
【００８５】
　アーム７８の回動先端側には給送ローラ７６が設けられている。給送ローラ７６は、駆
動軸７７と不図示の無端ベルトによって連結されている。駆動軸７７の回転が無端ベルト
によって給送ローラ７６に伝達され、給送ローラ７６が回転する。給送ローラ７６が、バ
イパストレイ７０の支持面７４に支持された記録用紙のうち一番上側の記録用紙に当接さ
れた状態で回転することにより、当該記録用紙がバイパス経路６６へ給送される。下側の
記録用紙は、分離片７２の歯７３によって捌かれて、一番上側の記録用紙に引き摺られる
ことなくバイパストレイ７０に保持される。このように、給送ローラ７６、駆動軸７７、
及びアーム７８から構成される給送部が、筐体１４の外側であって支持面７４，８１によ
って区画される空間に配置されている。
【００８６】
　支持部材８２の上端側であって支持面８１側には、補強部材８４が設けられている。支
持部材８２の上端側には、支持面８１と段差を形成する凹部８５が設けられている。凹部
８５に補強部材８４が設けられている。補強部材８４は、金属板を折り曲げた部材であり
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、支持部材８２の剛性を補強するためのものである。補強部材８４は、支持面８１に沿っ
て支持部材８２の左右方向９に延出されており、その両端が支持部材８２の両端付近に到
達している。補強部材８４が延出された左右方向９は、手差しトレイ８０において記録用
紙が搬送される向きと直交している。
【００８７】
　図２及び図７に示されるように、可動部６９は、固定部６８の下側に回動可能に連結さ
れている。可動部６９は、図１及び図６に示されるように上下方向７に沿って起立した起
立状態と、図２及び図７に示されるように上下方向７に対して傾斜した倒伏状態との間で
回動可能である。起立状態は、バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０を使用しないと
きに、筐体１４の後面側における可動部６９のためのスペースを小さくするための状態で
ある。起立状態である可動部６９の後面は、筐体１４の後面と略平行となっている。倒伏
状態は、可動部６９を筐体１４の外側へ向かって斜め上方へ傾斜させることにより、支持
面７４，８１を傾斜した１つの平面として、バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０を
使用可能にするための状態である。可動部６９を起立状態とするか倒伏状態とするかは、
ユーザの操作によって任意に選択可能である。
【００８８】
　可動部６９の左右方向９の両側には、側壁８６，８７が設けられている。側壁８６，８
７は、固定部６８の左右方向９の両側の一部を覆っている。固定部６８の左右方向９の右
側に設けられた駆動伝達部７９は、可動部６９の側壁８６によって覆われている。
【００８９】
　可動部６９の側壁８６，８７の間に渡って、支持部材８８及び支持部材８９が設けられ
ている。倒伏状態において、支持部材８８の上面である支持面９０は、支持面７４と同一
の平面をなす。つまり、バイパストレイ７０において、支持面７４及び支持面９０によっ
て形成される面が記録用紙を支持する。また、起立状態において、支持面９０は、複合機
１０の載置面に対して直交する、つまり上下方向７及び左右方向９に沿った状態となる。
【００９０】
　可動部６９の支持面９０の搬送向きに沿った長さＬ１は、固定部６８の支持面７４の搬
送向きに沿った長さＬ２よりも長い（Ｌ１＞Ｌ２）。長さＬ１と長さＬ２を合計した長さ
は、バイパストレイ７０に支持可能な記録用紙のサイズに合わせて設定される。
【００９１】
　倒伏状態において、支持部材８９の上面である支持面９１は、支持面８１と同一の平面
をなす。つまり、手差しトレイ８０において、支持面８１及び支持面９１によって形成さ
れる面が記録用紙を支持する。また、起立状態において、支持面９１は、複合機１０の載
置面に対して直交する、つまり上下方向７及び左右方向９に沿った状態となる。
【００９２】
　可動部６９の支持面９１の搬送向きに沿った長さＬ３は、固定部６８の支持面８１の搬
送向きに沿った長さＬ４よりも短い（Ｌ３＜Ｌ４）。長さＬ３と長さＬ４を合計した長さ
は、手差しトレイ８０に支持可能な記録用紙のサイズに合わせて設定される。
【００９３】
　支持部材８８には、サイドガイド９２が設けられている。サイドガイド９２は、左右方
向９に離間されて一対をなしており、支持面９０から上方へ突出されている。サイドガイ
ド９２は、バイパストレイ７０の搬送向きに沿って延出されたガイド面を有しており、そ
のガイド面によって、支持面９０に支持された記録用紙の端縁を搬送向きへ案内する。一
対のサイドガイド９２が左右方向９に沿って離間する距離は可変である。これにより、支
持面９０に支持された様々なサイズの記録用紙の端縁をサイドガイド９２が案内すること
ができる。
【００９４】
　支持部材８９には、サイドガイド９３が設けられている。サイドガイド９３は、左右方
向９に離間されて一対をなしており、支持面９１から上方へ突出されている。サイドガイ
ド９３は、手差しトレイ８０の搬送向きに沿って延出されたガイド面を有しており、その
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ガイド面によって、支持面９１に支持された記録用紙の端縁を搬送向きへ案内する。一対
のサイドガイド９３が左右方向９に沿って離間する距離は可変である。これにより、支持
面９１に支持された様々なサイズの記録用紙の端縁をサイドガイド９３が案内することが
できる。
【００９５】
　支持部材８９の上端には、トレイカバー９４が設けられている。トレイカバー９４は、
支持部材８９に対して回動可能に設けられている。トレイカバー９４は、バイパストレイ
８０及び手差しトレイ８０の上端側の開口を封止可能な平板形状の部材である。図１及び
図６に示されるように、トレイカバー９４は、起立状態の可動部６９においてバイパスト
レイ７０及び手差しトレイ８０の上端側の開口を覆う位置に回動可能である。また、図２
及び図７に示されるように、トレイカバー９４は、倒伏状態の可動部６９においてバイパ
ストレイ７０及び手差しトレイ８０の上端側の開口を開放する位置に回動可能である。こ
の位置において、トレイカバー９４は、バイパストレイ７０の支持面９０を延長するよう
に斜め上方へ延びており、支持面９０から突出した記録用紙の上端側を支持可能である。
【００９６】
［プリンタ部１１の動作］
　以下、給送トレイ２０、バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０をそれぞれ用いたと
きのプリンタ部１１の動作が説明される。
【００９７】
　バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０が用いられないときは、図１及び図６に示さ
れるように、可動部６９が起立状態にされる。これにより、可動部６９の投影面積が小さ
くなるので、複合機１０の後面側のスペースを小さくすることができる。また、トレイカ
バー９４がバイパストレイ７０及び手差しトレイ８０の上端の開口を塞ぐ位置に回動され
る。なお、複合機１０の後面側に十分なスペースがあれば、バイパストレイ７０及び手差
しトレイ８０が用いられないときでも可動部６９が倒伏状態にされたままであってもよい
。
【００９８】
　給送トレイ２０が用いられるときには、給送トレイ２０に所望のサイズの記録用紙がセ
ットされる。具体的には、複数枚の記録用紙が積層された状態で、給送トレイ２０に載置
される。記録用紙が載置された給送トレイ２０は、開口１３から筐体１４に挿入された状
態にされる。この状態において、給送トレイ２０に載置された複数枚の記録用紙のうち最
上位置の記録用紙に給送ローラ２５が当接する。プリンタ部１１は、ユーザの入力や印刷
データなどに基づいて、給送トレイ２０から記録用紙を給送することを判定する。
【００９９】
　印刷開始の指示を受け付けると、プリンタ部１１は不図示のモータを駆動して、給送ロ
ーラ２５、第１搬送ローラ対５４、及び第２搬送ローラ対５５を所定のタイミングで回転
させる。給送ローラ２５の回転を受けて、給送トレイ２０から最上位置の記録用紙が搬送
経路６５に給送される。搬送経路６５の湾曲路６５Ａに案内されて第１搬送ローラ対５４
に記録用紙が到達する。第１搬送ローラ対５４に挟持されて記録部２４へ搬送された記録
用紙に対して、記録ヘッド３９からインク滴が吐出されて所望の画像が記録される。画像
記録を終えた記録用紙は、第２搬送ローラ対５５によって排出トレイ２１へ排出される。
【０１００】
　バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０が用いられるときは、図２及び図７に示され
るように、可動部６９が倒伏状態にされる。これにより、バイパストレイ７０において支
持面７４，９０が１つの平面をなし、また、手差しトレイ８０において、支持面８１，９
１が１つの平面をなす。トレイカバー９４は、バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０
の上端側の開口を開放する位置へ回動される。
【０１０１】
　バイパストレイ７０が用いられるときには、バイパストレイ７０に所望のサイズの記録
用紙がセットされる。具体的には、複数枚の記録用紙が積層された状態で、バイパストレ



(13) JP 6179823 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

イ７０の支持面７４，９０に載置される。この状態において、バイパストレイ７０の給送
ローラ７６が、支持面７４，９０に支持された複数枚の記録用紙のうち最上位置の記録用
紙に当接する。また、分離片７２には、複数枚の記録用紙の下端が当接している。プリン
タ部１１は、ユーザの入力や印刷データなどに基づいて、バイパストレイ７０から記録用
紙を給送することを判定する。
【０１０２】
　印刷開始の指示を受け付けると、プリンタ部１１は不図示のモータを駆動して、給送ロ
ーラ７６、第１搬送ローラ対５４、及び第２搬送ローラ対５５を所定のタイミングで回転
させる。給送ローラ７６の回転を受けて、バイパストレイ７０から最上位置の記録用紙が
バイパス経路６６へ給送される。記録用紙はバイパス経路６６から搬送経路６５の直線路
６５Ｂへ進入して第１搬送ローラ対５４に到達する。この間、バイパス経路６６及び直線
路６５Ｂを形成する外側ガイド部材１８、後面カバー２２及びガイド部材３１が記録用紙
を第１搬送ローラ対５４に向けて案内する。第１搬送ローラ対５４に挟持されて記録部２
４へ搬送された記録用紙に対して、記録ヘッド３９からインク滴が吐出されて所望の画像
が記録される。画像記録を終えた記録用紙は、第２搬送ローラ対５５によって排出トレイ
２１へ排出される。
【０１０３】
　手差しトレイ８０が用いられるときには、手差しトレイ８０に所望のサイズの記録用紙
がセットされる。具体的には、１枚の記録用紙が手差しトレイ８０の支持面８１，９１に
載置され、支持面８１，９１に沿って、バイパストレイ７０の給送ローラ７６と第１搬送
ローラ対５４との間へ挿入される。具体的には、記録用紙の先端がバイパス経路６６から
搬送経路６５へ進入して第１搬送ローラ対５４に当接するまで挿入される。記録用紙の先
端が第１搬送ローラ対５４に当接するまで挿入された状態で、手差しトレイ８０の支持面
８１，９１は、記録用紙を下方から支持する。プリンタ部１１は、ユーザの入力や印刷デ
ータなどに基づいて、手差しトレイ８０から記録用紙を給送することを判定する。また、
プリンタ部１１は、手差しトレイ８０にセットされた記録用紙の挿入によって、第１搬送
ローラ対５４の搬送向き上流に配置されたセンサ５６が記録用紙を検知していることに基
づいて、手差しトレイ８０から記録用紙を給送することを判定してもよい。
【０１０４】
　印刷開始の指示を受け付けると、プリンタ部１１は不図示のモータを駆動して、第１搬
送ローラ対５４及び第２搬送ローラ対５５を所定のタイミングで回転させる。第１搬送ロ
ーラ６０が回転することによって、手差しトレイ８０にセットされた記録用紙が第１搬送
ローラ対５４に挟持される、そして、記録部２４へ搬送された記録用紙に対して、記録ヘ
ッド３９からインク滴が吐出されて所望の画像が記録される。画像記録を終えた記録用紙
は、第２搬送ローラ対５５によって排出トレイ２１へ排出される。
【０１０５】
［実施形態の効果］
　本実施形態によれば、バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０が筐体１４の後面側に
配置され、支持面７４，９０及び支持面８１，９１が複合機１０の載置面に対して傾斜し
た状態になるので、複合機１０の最大寸法が小さくなり、複合機１０の設置面積が小さく
なる。これにより、複数の独立した箇所に記録用紙を支持可能な小型の複合機１０が実現
される。
【０１０６】
　また、手差しトレイ８０は、給送ローラ７６と第１搬送ローラ対５４との間へ記録用紙
を案内するので、給送ローラ７６により記録用紙が給送されるバイパストレイ７０と、搬
送経路６５に直接記録用紙を案内可能な手差しトレイ８０とが実現される。
【０１０７】
　また、バイパストレイ７０に使用頻度が高い記録用紙が支持されており、一時的に使用
される記録用紙が支持される手差しトレイ８０が上方に配置されているので、手差しトレ
イ８０にユーザがアクセスしやすい。
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【０１０８】
　また、給送ローラ７６、駆動軸７７、及びアーム７８が筐体１４の外側であって、支持
面７４，９０及び支持面８１，９１によって区画される空間に位置するので、複合機１０
が小型化される。
【０１０９】
　また、搬送経路６５は、下方から上方へ向かって記録用紙の搬送向きが反転する湾曲路
６５Ａと、記録用紙の搬送向きが反転しない直線路６５Ｂと、を有しており、バイパスト
レイ７０及び手差しトレイ８０は、支持している記録用紙の搬送向きを反転させずに、直
線路６５Ｂへ記録用紙を案内するので、Ｕターンパスとストレートパスとが実現される。
【０１１０】
　また、給送トレイ２０によって、記録用紙の搬送向きが反転する搬送経路６５へ供給さ
れる記録用紙が支持される。
【０１１１】
　また、バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０が筐体１４の後面に配置されており、
給送トレイ２０が筐体１４の前面の開口１３から筐体１４に進退可能なので、筐体１４の
高さを低く抑えつつ、複合機１０の小型化が実現される。
【０１１２】
　また、バイパス経路６６が、支持面７４，８１，９０，９１より下方に配置された外側
ガイド部材１８により区画されているので、バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０か
ら給送された記録用紙が外側ガイド部材１８により円滑に案内される。
【０１１３】
　また、外側ガイド部材１８及び後面カバー２２が、湾曲路６５Ａを外部へ開放する状態
に状態変化されるので、バイパス経路６６及び湾曲路６５Ａにおける記録用紙の詰まりが
処理しやすくなる。
【０１１４】
　また、バイパス経路６６において外側ガイド部材１８は、第１搬送ローラ対へ向かって
斜め下方へ記録用紙を案内するので、外側ガイド部材１８により記録用紙が第１搬送ロー
ラ対５４へ円滑に案内される。
【０１１５】
　また、支持部材８２の下端がバイパス経路６６の一部を区画するので、バイパス経路６
６において外側ガイド部材１８から離れる向き（上向き）へ撓んだ記録用紙を支持部材８
２によって押さえることができる。
【０１１６】
　また、バイパストレイ７０及び手差しトレイ８０は、筐体１４に設けられた固定部６８
と、固定部６８に回動可能に設けられた可動部６９とから構成されているので、可動部６
９の回動によって、複合機１０の一層の小型が実現される。
【０１１７】
　可動部６９に設けられた支持面９０の搬送向きにおける長さＬ１は、固定部６８に設け
られた支持面７４の搬送向きにおける長さＬ２よりも長く、支持面９０は、複合機１０の
載置面に対して直交する状態に状態変化するので、複合機１０が効率的に小型化される。
【０１１８】
　また、固定部６８に設けられた支持面８１の搬送向きにおける長さＬ４は、可動部６９
に設けられた支持面９１の搬送向きにおける長さより長いので、支持面８１，９１がバイ
パス経路６６に対して傾斜する角度の精度が高くなる。
【０１１９】
　また、給送ローラ７６及び分離片７２によって、バイパストレイ７０に支持された複数
枚の記録用紙の束から１枚が分離されてバイパス経路６６へ給送される。
【０１２０】
　また、固定部６８に分離片７２が設けられているので、分離片７２からバイパス経路６
６へ記録用紙が進入する位置の精度が高くなる。また、分離片７２がバイパス経路６６に
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対して傾斜する角度の精度が高くなる。
【０１２１】
　また、固定部６８に駆動伝達部７９及び給送ローラ７６が設けられているので、筐体１
４の内部にも受けられたモータから給送ローラ７６への駆動伝達が安定する。
【０１２２】
　また、手差しトレイ８０の支持部材８２が、給送ローラ７６の駆動軸７７を回転可能に
支持する軸受け部７１を有するので、給送ローラ７６の軸受けのための部材を別途に設け
る必要がなく、複合機１０が小型化される。
【０１２３】
　また、手差しトレイ８０の支持部材８２は、軸受け部７１を補強する補強部材８４を有
するので、手差しトレイ８０の支持部材８２を合成樹脂の成型品としても、給送ローラ７
６が記録用紙を給送するときの反力によって支持部材８２が撓むことが防止される。
【０１２４】
　また、補強部材８４は、手差しトレイ８０における記録用紙の搬送向きと直交し、かつ
支持面８１に沿った左右方向９に延出するので、支持部材８２が左右方向９に渡って撓む
ことが防止される。
【０１２５】
　また、給送ローラ７６は、駆動軸７７に回動自在に設けられたアーム７８に回転可能に
支持されているので、記録用紙を給送するときには、アーム７８の回動によって給送ロー
ラ７６がシートに圧接され、第１搬送ローラ対５４により記録用紙が搬送されるときには
、アーム７８の回動によって給送ローラ７６による記録用紙への負荷が軽減される。
【０１２６】
　また、可動部６９は、支持面７４，９０が支持する記録用紙の搬送向きに沿う端縁を案
内するサイドガイド９２を有するので、バイパストレイ８０に記録用紙を補充するときに
位置合わせが容易となる。
【０１２７】
　また、バイパストレイ７０の支持面７４，９０及び手差しトレイ８０の支持面８１，９
１の上方を覆うトレイカバー９４を有するので、可動部６９が起立状態において、バイパ
ストレイ７０及び手差しトレイ８０から筐体１４の開口６４を通じて塵埃が筐体１４の内
部へ進入することが防止される。
【符号の説明】
【０１２８】
１１　プリンタ部（画像記録装置）
１３　開口
１４　筐体（装置筐体）
１８　外側ガイド部材（第１ガイド部材）
２０　給送トレイ（第３シート支持部）
２４　記録部
５４　第１搬送ローラ対（搬送部）
５５　第２搬送ローラ対（搬送部）
６５　搬送経路
６５Ａ　湾曲路
６５Ｂ　直線路
６６　バイパス経路（搬送経路）
６８　固定部
６９　可動部
７０　バイパストレイ（第１シート支持部）
７１　軸受け部
７２　分離片（給送部）
７４，９０　支持面
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７６　給送ローラ（給送部）
７７　駆動軸
７８　アーム
７９　駆動伝達部
８０　手差しトレイ（第２シート支持部）
８１，９１　支持面
８２　支持部材（第２ガイド部材）
８４　補強部材
９２　サイドガイド
９４　トレイカバー（カバー）
 

【図１】 【図２】
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